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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受信するイメージングコアを回転させながら軸方向に移動させて得られた複
数の断面画像を処理する画像処理装置であって、
　前記断面画像に関するデータを、それぞれの断面画像の取得時の前記軸方向の位置情報
と対応づけて記憶する記憶手段と、
　前記複数の断面画像の各々において、断面画像における輝度に基づいて焼灼範囲を特定
する第１の特定手段と、
　前記第１の特定手段により焼灼範囲が特定された断面画像の前記軸方向の位置情報と該
焼灼範囲の面積に基づいて、焼灼範囲の体積を算出する第１の算出手段と、を備えること
を特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記第１の特定手段は、断面画像において、外殻部分が高輝度で、かつ、前記外殻部分
の内部が低輝度な領域を検出することにより、前記焼灼範囲を特定することを特徴とする
請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記第１の特定手段は、前記複数の断面画像のうちの少なくとも１つにおいてユーザが
焼灼範囲として指定した範囲に基づいて、その前後に連続する断面画像から焼灼範囲を検
出することを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
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　前記第１の特定手段は、前記焼灼範囲を円または楕円の一部で近似することを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記第１の算出手段により算出された体積が所定値を超えた場合に、焼灼が完了してい
ることを通知する通知手段をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１
項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記複数の断面画像において、血管断層像に含まれる外弾性板の一部が消失したと判断
できる消失期間が開始する第１の断面画像と、該消失期間が終了する第２の断面画像を抽
出する第２の特定手段と、
　前記記憶手段より前記第１の断面画像と前記第２の断面画像の前記軸方向の位置情報を
取得し、取得された前記軸方向の位置情報の差に基づいて、前記消失期間に対応する位置
において焼灼が及んでいる焼灼範囲を算出する第２の算出手段と、をさらに備えることを
特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記第２の取得手段は、血管の内壁から外弾性板までの距離をｔ、前記軸方向の位置情
報の差をｍとした場合に、中心からの距離がｔの位置に長さｍの弦を有する半円を前記焼
灼範囲とすることを特徴とする請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記第２の算出手段は、前記半円に基づいて前記消失期間におけるそれぞれの断面画像
の焼灼の深さを取得することを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記第２の特定手段は、前記消失期間の開始の断面画像と前記消失期間の終了の断面画
像の、ユーザによる指定を受け付けることを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に
記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記第２の特定手段は、前記複数の断面画像のそれぞれについて血管断層像における外
弾性板の像を検出し、それぞれの断面画像について外弾性板の部分的な消失の有無を判定
することを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記焼灼範囲が存在する断面画像が表示手段への表示対象に選択された場合に、選択さ
れた断面画像とともにその断面画像における焼灼範囲の面積および／または前記第１の算
出手段により算出された焼灼範囲の体積を表示する表示制御手段をさらに備えることを特
徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記消失期間に属する断面画像が表示手段への表示対象に選択された場合に、選択され
た断面画像とともに前記第２の算出手段により算出された焼灼の深さを表示する表示制御
手段をさらに備えることを特徴とする請求項６乃至１０のいずれか１項に記載の画像処理
装置。
【請求項１３】
　前記選択された断面画像の輝度値の変化に基づいて周方向の焼灼範囲を検出する検出手
段をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記選択された断面画像の表示において、前記検出手段により検
出された前記周方向の焼灼範囲を明示することを特徴とする請求項１１または１２に記載
の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記第１の算出手段により算出された体積が所定値を超えた場合に焼灼が完了した旨を
通知する通知手段をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至５、１１のいずれか１項
に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
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　前記第２の算出手段により算出された焼灼の範囲から得られる焼灼の深さが所定値を超
えた場合に焼灼が完了した旨を通知する通知手段をさらに備えることを特徴とする請求項
６乃至１０、１２のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　超音波を送受信するイメージングコアを回転させながら軸方向に移動させて得られた複
数の断面画像を処理する画像処理方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであ
って、
　前記断面画像に関するデータを、それぞれの断面画像の取得時の前記軸方向の位置情報
と対応づけてメモリに記憶する記憶工程と、
　前記メモリに記憶された前記複数の断面画像の各々において、断面画像の輝度に基づい
て焼灼範囲を特定する特定工程と、
　前記特定工程で焼灼範囲が特定された断面画像の軸方向の位置情報と該焼灼範囲の面積
に基づいて、焼灼範囲の体積を算出する算出工程と、をコンピュータに実行させるための
プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波断層法により得られた断層像を処理する画像処理装置、画像処理方法
、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　降圧剤を服用しても高血圧状態の改善が難しい難治性高血圧の患者に対しては、腎動脈
周囲にある交感神経を切断し或いは損傷させ、その伝達を遮断することで血圧低下を期待
できるという知見がある。
【０００３】
　経皮的に腎動脈の交感神経を切断する手技としては、焼灼用カテーテル（アブレーショ
ンデバイス）の先端部を腎動脈に導入して、腎動脈の内側から交感神経を焼灼することが
提案されている。この種のアブレーションデバイスは、長尺状のシャフトの先端に電極部
を有し、当該電極部を腎動脈の内壁に接触させ、腎動脈の周りにある交感神経に熱エネル
ギを印加し、交感神経を焼灼する（特許文献１）。
【０００４】
　交感神経は、腎動脈の周囲に存在することは知られているが、腎動脈の外表面上に不規
則に走行しているため、腎動脈のどの部分が交感神経と接しているのかは分からない。そ
こで、交感神経の切断の手技においては、腎動脈の内壁に沿った全周にわたって焼灼を実
施することで、交感神経をより確実に切断するようにしている。但し、焼灼箇所では組織
の変性や壊死が生じること、血管壁が腫脹することがあるので、同じ位置で内壁の全周に
わたって焼灼するのではなく、血管軸方向へ移動しながら、すなわちスパイラル状に所定
の間隔で熱エネルギを印加することが行われる。
【０００５】
　一般に、上述のような腎動脈の管壁を介して交感神経を焼灼する手技では、各焼灼箇所
について１～２分程度の所定時間をかけて熱エネルギを印加することにより、当該焼灼箇
所の焼灼が完了したと判断する。すなわち、焼灼の成否を判定する指標は焼灼時間のみで
あり、実際の焼灼状態を判定する術は無かった。腎動脈の交感神経を切断する手技では、
交感神経の焼灼が不足する場合には十分な治療効果が得られず、交感神経の焼灼が過剰な
場合には合併症が誘発するリスクが高まってしまう虞がある。すなわち、腎動脈の交感神
経の焼灼の成否は、治療効果と直結している。そのため、腎動脈の交感神経を切断する手
技では、腎動脈の交感神経の焼灼箇所の焼灼状態を判断することが求められている。
【０００６】
　例えば、特許文献２では、カテーテル先端部にアブレーションユニットと超音波ユニッ
トを設け、アブレーションユニットによる焼灼の進行を超音波ユニットによる超音信号の
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送受信により監視することが提案されている。特許文献２では、手技中の焼灼状態を監視
できるが、手技後では焼灼位置を厳密に特定するのが困難なため手技後の焼灼状態を判定
するのには向いていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２０１２－５１３８７３号公報
【特許文献２】特表２０１２－５１５０１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　一方、超音波断層法により血管の断層像を取得する装置（ＩＶＵＳ）が提案されている
。ＩＶＵＳによる血管の断層像の取得は、血管に沿った血管壁の状態、たとえば、プラー
クの付着状態や血管の狭窄状態を観察するものであり、焼灼の監視というような用途に関
しての提案はされていない。
【０００９】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、血管内超音波（ＩＶＵＳ）により得
られた断面画像を用いてより正確に焼灼の状態を把握できるようにすることを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するための本発明の位置態様による画像処理装置は以下の構成を備え
る。すなわち、
　超音波を送受信するイメージングコアを回転させながら軸方向に移動させて得られた複
数の断面画像を処理する画像処理装置であって、
　前記断面画像に関するデータを、それぞれの断面画像の取得時の前記軸方向の位置情報
と対応づけて記憶する記憶手段と、
　前記複数の断面画像の各々において、断面画像における輝度に基づいて焼灼範囲を特定
する第１の特定手段と、
　前記第１の特定手段により焼灼範囲が特定された断面画像の前記軸方向の位置情報と該
焼灼範囲の面積に基づいて、焼灼範囲の体積を算出する第１の算出手段と、を備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、血管内超音波（ＩＶＵＳ）により得られた断面画像を用いてより正確
に焼灼の状態を把握できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態にかかる画像処理装置の外観構成を示す図である。
【図２】実施形態における画像処理装置のブロック構成図である。
【図３】（ａ）はプローブ先端の断面構成を示す図、（ｂ）は断面画像を生成する処理を
示す図である。
【図４】画像処理装置により取得される断面画像群を説明する図である。
【図５Ａ】（ａ）は焼灼カテーテルによる焼灼範囲を説明する図、（ｂ）はＩＶＵＳ画像
における焼灼範囲の輝度値の変化を説明する図である。
【図５Ｂ】外弾性板の消失に基づいて焼灼範囲を推定するためのモデルを説明する図であ
る。
【図６】断面画像のモニタへの表示を説明する図である。
【図７】実施形態による焼灼範囲の推定処理を説明するフローチャートである。
【図８】フレームデータの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
　以下、本発明の各実施形態について添付図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以
下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限
定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記
載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
【００１４】
　図１は実施形態にかかる血管内超音波診断装置（ＩＶＵＳ：intravascularultrasound
）としての画像診断装置１００の外観構成を示す図である。図１に示すように、画像診断
装置１００は、カテーテル部としてのプローブ部１０１と、モータドライブユニットとし
てのスキャナ／プルバック部１０２と、操作制御装置１０３とを備え、スキャナ／プルバ
ック部１０２と操作制御装置１０３とは、コネクタ１０５及びケーブル１０４を介して接
続されている。
【００１５】
　プローブ部１０１は、直接血管内に挿入され、超音波トランスデューサ（図２の２０１
）を用いて血管内部の状態を測定する。スキャナ／プルバック部１０２は、プローブ部１
０１内の超音波トランスデューサ２０１のラジアル走査（回転と直線移動）を規定してい
る。
【００１６】
　操作制御装置１０３は、血管内超音波診断を行うにあたり、各種設定値を入力するため
の機能や、測定により得られた超音波エコー信号を処理し、断面画像として表示するため
の機能を備える。
【００１７】
　操作制御装置１０３において、１１１は本体制御部であり、測定により得られた超音波
エコー信号を処理したり、処理結果を出力したりする。１１１－１はプリンタ／ＤＶＤレ
コーダであり、本体制御部１１１における処理結果を印刷したり、超音波エコーデータと
して、または動画データとして記憶したりする。１１２は操作パネルであり、操作者は該
操作パネル１１２を介して、各種設定値の入力を行う。１１４は、ポインティングデバイ
スの１つであるマウスである。１１３はＬＣＤ等のモニタであり、本体制御部１１１にお
ける処理結果（断面画像や血管の状態を示す情報）を表示する。
【００１８】
　図２は、図１に示した画像診断装置１００の機能構成を示す図である。同図に示すよう
に、画像診断装置１００は、プローブ部１０１と、スキャナ／プルバック部１０２と、操
作制御装置１０３とを備える。
【００１９】
　プローブ部１０１の先端部には、電気信号から超音波振動を発生する超音波振動素子と
、血管組織で反射した超音波を受信し電気信号に変換する受信素子で構成される超音波ト
ランスデューサ２０１が収容されている。この超音波トランスデューサ２０１は、プロー
ブ部１０１の先端が血管内に挿入された状態で、超音波信号送受信器２２１より送信され
たパルス波信号に基づいて、超音波を血管の断面方向（＝出射方向）に送信する。また、
超音波トランスデューサ２０１は、出射した超音波の反射波（超音波エコー）を受信し、
コネクタ部２０２及びスキャナ／プルバック部１０２内のロータリジョイント２１１を介
して超音波エコー信号として超音波信号送受信器２２１に送信する。
【００２０】
　スキャナ／プルバック部１０２は、ロータリジョイント２１１、回転駆動装置２１２、
直線駆動装置２１５を備える。プローブ部１０１内の超音波トランスデューサ２０１は、
非回転部と回転部との間を結合するロータリジョイント２１１により回動自在に取り付け
られており、回転駆動装置２１２内のラジアル走査モータ２１３により回転駆動される。
超音波トランスデューサ２０１が血管内でプローブ部１０１の軸を中心に回転することで
、超音波信号を円周方向に走査（スキャン）し、血管内の所定の位置における断面画像の
描出に必要な超音波エコー信号を得ることができる。
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【００２１】
　なお、回転駆動装置２１２内のラジアル走査モータ２１３の動作は、信号処理部２２５
が有するモータ制御回路（図示せず）を介して送信された制御信号に基づいて制御される
。また、ラジアル走査モータ２１３の回転角度は、回転駆動装置２１２内のエンコーダ部
２１４ａにより検出される。エンコーダ部２１４ａにおいて出力される出力パルスは、信
号処理部２２５に入力され、断面画像表示用の信号の読み出しのタイミングに利用される
。
【００２２】
　スキャナ／プルバック部１０２は、更に、直線駆動装置２１５を備え、信号処理部２２
５からの指示に基づいて、プローブ部１０１の挿入方向（体腔内の末梢方向およびその反
対方向）の動作（軸方向移動）を規定している。軸方向移動は、信号処理部２２５からの
制御信号に基づいて、直線駆動装置２１５内の直線駆動モータ（図示せず）が動作するこ
とにより実現される。また、軸方向移動の動作方向（体腔内の末梢方向またはその反対方
向）は、直線駆動装置２１５内の移動方向検出器（図示せず）により検出され、検出結果
は信号処理部２２５に入力される。なお、直線駆動モータの制御回路（ドライバ）は、直
線駆動装置２１５内に設置される。また、スキャン処理が開始されると、直線駆動装置２
１５は、プローブ部１０１を所定速度で引っ張る処理（プルバック）を行うことになり、
結果的に、血管軸に沿ったいくつもの断面画像を得ることができるようになる。なお、直
線駆動装置２１５は、エンコーダ部２１４ｂからの信号に基づいてプローブ部１０１（超
音波トランスデューサ２０１）のプルバック位置を取得し信号処理部２２５に送信する。
【００２３】
　なお、プルバック位置を取得するエンコーダ部２１４ｂとしては、たとえば、プローブ
部１０１とともに移動するリニアスケールをセンサで読み取る方式があげられる。或いは
、たとえば直線駆動装置２１５がパルスモータで構成されている場合、エンコーダ部２１
４ｂは、直線駆動装置２１５のパルスモータに供給された駆動パルスをカウントすること
にプルバック位置を得るようにしてもよい。
【００２４】
　超音波信号送受信器２２１は、送信回路と受信回路とを備える（不図示）。送信回路は
、信号処理部２２５から送信された制御信号に基づいて、プローブ部１０１内の超音波ト
ランスデューサ２０１にパルス波（電気信号）を送信させる。また、受信回路は、プロー
ブ部１０１内の超音波トランスデューサ２０１が検出した超音波エコー信号を受信する。
受信された超音波エコー信号はアンプ２２２により増幅される。増幅された信号は検波器
２２３で検波され超音波エコー信号となる。更に、Ａ／Ｄ変換部２２４では、検波器２２
３より出力された超音波エコー信号をサンプリングして、１ラインのデジタルデータ（超
音波エコーデータ）を生成する。
【００２５】
　Ａ／Ｄ変換部２２４にて生成されたライン単位の超音波エコーデータは信号処理部２２
５に入力される。信号処理部２２５では、超音波エコーデータを処理して、血管の軸方向
に沿った各位置での断面画像を生成し、メモリ２２６に構築していく。
【００２６】
　図３（ａ）は、プローブ部１０１、並びに、それに収容されたイメージングコアの先端
部の断面図である。プローブ部１０１の最外殻部は、カテーテルシース３１１で構成され
る。イメージングコア２５１は、超音波トランスデューサ２０１からの信号線２７４を収
容しスキャナ／プルバック部１０２からの回転力（図示の矢印３０２）を伝達するための
駆動シャフト３１２と、その先端に取りつけられた超音波トランスデューサ２０１を収容
するハウジング３１３で構成される。図示の一点鎖線が回転中心軸である。また、スキャ
ナ／プルバック部１０２が駆動シャフト３１２を図示の矢印３０３で示す方向に引っ張る
ことで、カテーテルシース３１１内を、超音波トランスデューサ２０１が移動する。超音
波トランスデューサ２０１は、信号線２７４の入力信号線より送信された電気信号を超音
波に変換し、回転軸に対してほぼ直交する方向（図示の矢印３０１の方向）に出力する。
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この結果、血管組織に向けて超音波が照射される。その反射音が再び超音波トランスデュ
ーサ２０１に受信されると、超音波トランスデューサ２０１はこれを電気信号に変換して
、信号線２７４の出力信号線を介して送出する。
【００２７】
　ここで、１枚の超音波断面画像の生成にかかる処理を図３（ｂ）を用いて簡単に説明す
る。同図は超音波トランスデューサ２０１が位置する血管の内腔面３５１の断面画像の再
構成処理を説明するための図である。超音波トランスデューサ２０１が１回転（２π＝３
６０度）する間に、複数回（たとえば、５１２回）の超音波の出射とその反射波の検出が
行われる。１回の超音波の出射とその反射波の検出により得られる１ラインのデータ（図
ではライン０～５１１の各々）は、回転中心３５２から径方向に向かう各位置での超音波
の反射強度を示すデータである。
【００２８】
　これら５１２個のラインデータは、図示からもわかるように、回転中心３５２の位置の
近傍では密で、回転中心３５２の位置から離れるにつれて互いに疎になっていく。そこで
、信号処理部２２５は、この各ラインの空いた空間における画素については、周知の補間
処理を行なって生成していき、人間が視覚できる２次元の断面画像を生成することになる
。また、生成された２次元断面画像を血管軸に沿って互いに接続することで、３次元血管
画像を得ることもできる。なお、２次元の断面画像の中心位置（回転中心３５２）は、超
音波の回転中心位置と一致するが、血管断面の中心位置ではない点に注意されたい。
【００２９】
　以上、実施形態における画像診断装置１００の基本的な構成と機能について説明した。
次に、実施形態の画像診断装置１００による、焼灼状態の検出について説明する。
【００３０】
　上述したように、イメージングコア２５１を回転させるとともにプルバックしながら断
面画像を得ることにより、血管の軸方向に沿って複数の断面画像（断面画像群）が取得さ
れることになる。以下、取得された断面画像群を用いて焼灼範囲、深度を算出する方法を
説明する。なお、以下に説明する焼灼範囲、深度の算出やモニタへの表示処理は、画像診
断装置１００に内蔵または接続される画像処理装置により実現され得る。本実施形態では
、画像診断装置１００の信号処理部２２５に備わるコンピュータ（マイクロプロセッサ）
が所定のプログラムを実行することにより画像処理装置に係る機能が実現されるものとす
る。すなわち、本実施形態では、信号処理部２２５と断面画像を蓄積するメモリ２２６に
より本実施形態に係る画像処理を実現する画像処理装置が構成される。
【００３１】
　図４は、焼灼が実施された腎動脈内でイメージングコア２５１をプルバックすることで
得られた断面画像群を模式的に示す図であり、プルバック位置に沿って複数の断面画像が
並んでいる。また、取得された断面画像群の各々には、エンコーダ部２１４ｂから得られ
るプルバック位置が付加される。
【００３２】
　こうして得られた断面画像群４００を構成する各々の断面画像は腎動脈の血管断層像を
含み、血管断層像からは血管内腔壁と外弾性板が観察され得る。たとえば、断面画像４０
１ａでは、血管断層像４１０において連続した血管内腔壁４１２と外弾性板４１１が観察
される。外弾性板よりも深部の組織には毛細血管や静脈が不規則に走行しており、これら
を流れる血液により冷却されることで、焼灼範囲は限定される。一般に焼灼範囲は、図５
Ａ（ａ）に示されるように、内皮（Endothelium）と内弾性板（ＩＥＭ）を含んで形成さ
れる血管内腔壁４１２に焼灼カテーテルを押し当てると、血管内壁より外側へ球状に焼灼
範囲は広がる。焼灼範囲は熱伝導により伝わるので、焼灼範囲の外側に近い領域５８１ほ
ど焼け具合は悪く（半焼け状態）、焼灼範囲の内側の領域５８２は十分に焼けた状態とな
る。本願の発明者らは、焼灼範囲におけるＩＶＵＳの画像には、図５Ａ（ｂ）に模式的に
示すような輝度の変化が現われることを見出した。すなわち、焼灼範囲の外殻部分である
半焼け状態の部分は高輝度（高輝度部分５８１）となり、その内部の十分に焼灼された部
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分は低輝度（低輝度部分５８２）となる。したがって、断面画像において高輝度部分５８
１に囲まれた低輝度部分５８２の範囲を検出することにより、高輝度部分５８１及び低輝
度部分５８２を焼灼部分として得ることができる。なお、高輝度部分５８１及び低輝度部
分５８２は、血管断層像４１０において、焼灼されていない外弾性板４１１よりも深部の
組織と比較して輝度が高い。
【００３３】
　また、図５Ａ（ａ）（ｂ）には示されていないが、腎動脈では外弾性板の外側に交感神
経が走行しているため、内腔壁を介して交感神経の焼灼を実施した場合、熱エネルギは交
感神経のみならず、内腔壁と交感神経の間にある外弾性板にも印加される。熱エネルギを
印加された外弾性板は変性し、断面画像上で観察できなくなる（外弾性板が消失する）。
したがって、イメージングコア２５１のプルバック範囲（撮影範囲）に焼灼位置が存在す
ると、血管断層像において外弾性板４１１の一部が消失し、不連続となるとともに、高輝
度部分５８１に囲まれた低輝度部分５８２が存在する画像の部分（以下、焼灼部分という
）が断面画像に現われることになる。
【００３４】
　図４の例では、断面画像４０１ｂの血管断層像４１０から、外弾性板４１１の部分的な
消失を伴う焼灼部分４１３が出現している。以降、プルバック位置の進行に伴って取得さ
れる断面画像４０１ｃ、４０１ｄ、４０１ｅにおいて焼灼部分４１３が発生している。こ
の間の断面画像では、外弾性板４１１も焼灼部分において消失し、不連続となっている。
また、断面画像４０１ｆでは、焼灼部分４１３が消えており、外弾性板４１１における不
連続部分もなくなっている。したがって、図４の例では、断面画像４０１ｂから断面画像
４０１ｅの間、焼灼部分４１３が出現し外弾性板４１１に消失が発生していることがわか
る。
【００３５】
　上述したように、イメージングコア２５１のプルバック位置は監視されており、各断面
画像が取得された際のプルバック位置が判別可能となっている。したがって、焼灼部分４
１３が出現している断面画像４０１ｂから断面画像４０１ｅの間の各断面画像における焼
灼部分の面積を各断面画像のプルバック位置に基づいて積分し、焼灼部分の体積（焼灼範
囲の体積）を求めることができる。ただし、たとえば断面画像と断面画像の間は、たとえ
ば隣接する断面画像間を面積が線形に増加あるいは減少するものとして補間する。あるい
は各面間をスプライン補間のように滑らかにつないでもよい。こうして得られた焼灼範囲
の体積（焼灼体積）は、焼灼の成否を判定するための指標として用いることができる。た
とえば、焼灼体積が所定の閾値を超える場合には、神経に焼灼による熱影響が及んでいる
可能性が高い。そのため、焼灼体積が所定の閾値を超える場合、焼灼の完了または成功と
判定することができる。
【００３６】
　また、外弾性板４１１の消失が開始した断面画像４０１ｂと外弾性板４１１の消失が終
了した断面画像４０１ｅのプルバック位置の差から、外弾性板の消失部分を有する区間の
長さが分かる。本実施形態では、この長さと、図５Ｂにより以下に説明するモデルを用い
て焼灼が及んでいる範囲（焼灼範囲）を推定し、焼灼深度を推定してもよい。
【００３７】
　図５Ｂは焼灼範囲を推定するためのモデルを説明する図である。まず、消失開始のプル
バック位置５２１と消失終了のプルバック位置５２２の差から消失部分の長さｍを得る。
図４の例では、断面画像４０１ｂのプルバック位置と断面画像４０１ｅのプルバック位置
の差が消失部分の長さｍとなる。そして、血管内腔（血管内腔壁４１２）から外弾性板４
１１までの距離をｔとした場合に、中心から距離ｔの位置に長さｍの弦を持つ、半径ｄの
半円５０１を焼灼範囲と推定する。なお、焼灼は、アブレーションカテーテルの電極が血
管壁内面に接した状態で行われたとの仮定の元、血管壁内面上に中心がある半円を焼灼範
囲と推定する。この場合、半径ｄは、
ｄ＝√（ｔ２＋（ｍ／２）２）
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により得られる。このような焼灼範囲のモデル化により、消失期間内の任意のプルバック
位置における焼灼深度を容易に算出、推定することができる。たとえば、プルバック位置
５２３における焼灼深度ｆは、プルバック位置５２１とプルバック位置５２３の差をｂと
した場合、
ｆ＝√（ｄ２－（ｍ／２－ｂ）２）
により得られる。これにより、図４の断面画像４０１ｂから断面画像４０１ｅまでの各断
面画像について焼灼深度を推定してもよい。
【００３８】
　なお、血管の内腔（内壁面）から外弾性板（ＥＥＭ；External ElasticMembrane）まで
の距離ｔは、断面画像において外弾性板の消失が発生していない部分から計測することが
できる。たとえば内腔をトレースすることによって血管の重心を計算し、重心から外弾性
板に向けておろした垂線の外弾性板との交点と内腔との距離がtに相当する。あるいは、
腎動脈における血管内腔から外弾性板の平均的な距離（年齢層別、性別であってもい）を
用いてもよい。
【００３９】
　なお、上記では図５Ｂに示すモデルを適用して焼灼深度を求めたが、ＩＶＵＳの画像に
おいて焼灼範囲を示す高輝度部分の位置を検出することで算出してもよい。
【００４０】
　図６（ａ）は、上述した焼灼部分が存在する断面画像または外弾性板の消失範囲にある
断面画像がモニタ１１３に表示された状態の一例を示す図である。図６（ａ）では、断面
画像４０１ｄが選択され、モニタ１１３に表示された場合が例示されている。上述した方
法により、断面画像４０１ｄのプルバック位置における焼灼深度ｆが算出され、表示エリ
ア６０１に表示される。また、表示エリア６０１には焼灼部分の面積（焼灼面積）や体積
（焼灼体積）も併せて表示される。なお、焼灼部分の面積は断面画像毎に異なるが、体積
は１つの焼灼位置に関しては同じ値が表示されることになる。さらに図５Ａ（ｂ）を参照
して上述したような輝度値の変化に基づいて焼灼部分を抽出すると周方向の焼灼範囲を検
出することができるので、検出された周方向の焼灼範囲を明示することができる。たとえ
ば、検出された周方向の焼灼範囲は、矢印６０２により明示するようにしてもよい。他方
、図６（ｂ）に示されるように、焼灼部分の存在しない断面画像あるいは消失範囲外の断
面画像（たとえば断面画像４０１ａ）がモニタ１１３に表示された場合には、表示エリア
６０１における焼灼範囲の面積、焼灼深度の表示や、周方向の焼灼範囲を示す矢印６０２
の表示は行われない。
【００４１】
　以上の処理について図７を参照してさらに説明する。図７は、信号処理部２２５のマイ
クロプロセッサにより実行される処理のうち、焼灼深度の算出と表示に関する処理を説明
するフローチャートである。なお、以下の処理は、信号処理部２２５が有する不図示のマ
イクロプロセッサが、不図示のメモリに格納されているプログラムを実行することにより
実現されるものとするが、以下の処理の一部あるいは全ての処理を専用のハードウエアに
より実現するようにしてもよい。
【００４２】
　ステップＳ７０１において、マイクロプロセッサは、イメージングコア２５１をラジア
ル走査させながらプルバックすることにより、図４で説明したような、複数のプルバック
位置の複数の断面画像からなる断面画像群４００を取得する。図８は、信号処理部２２５
（のマイクロプロセッサ）によってメモリ２２６に格納されるフレームデータの構成例を
説明する図である。断面画像群４００の各断面画像は、フレームデータ８０１としてメモ
リ２２６に格納される。ステップＳ７０１の時点では、フレームデータ８０１に、個々の
断面画像に対応する断面画像データ８０２とその断面画像の取得時のプルバック位置８０
３が記録される。
【００４３】
　続いて、ステップＳ７０２において、マイクロプロセッサは、断面画像群４００の各々
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について、焼灼部分の検出と外弾性板の消失部分の検出を行う。その結果、焼灼部分を検
出できた場合には、その範囲（位置、形状）と面積（以下、焼灼範囲と焼灼面積）を算出
して焼灼範囲情報８０６に書き込み、外弾性板の消失を検出した場合は消失発生８０４に
「消失あり」を書き込む。マイクロプロセッサは、断面画像において、図５Ａ（ｂ）で説
明したような輝度変化を提示する領域を焼灼部分として検出する。例えば、マイクロプロ
セッサは、外弾性板が消失していない断面画像において外弾性板よりも深部の輝度を取得
し、断面画像の外弾性板よりも深部の輝度を取得した輝度と比較することで、図５Ａ（ｂ
）で説明したような輝度変化を提示する領域を焼灼部分として検出する。また、マイクロ
プロセッサは断面画像群４００の各断面画像について外弾性板を検出し、外弾性板に中断
する箇所（消失個所）があるかどうかを判定する。
【００４４】
　なお、各断面画像をモニタ１１３に表示させて、ユーザがこれを観察することにより外
弾性板の消失の有無を判定するようにしてもよい。この場合、消失期間中の各断面画像に
ユーザが「消失発生あり」を指定すると操作量が多くなってしまう。そこで、消失開始の
断面画像と消失終了の断面画像をユーザが指定することにより、それら断面画像と、それ
らの間にある全ての断面画像（フレームデータ）の消失発生８０４に自動的に「消失あり
」を書き込むようにしてもよい。たとえばユーザが断面画像４０１ｂを消失開始、断面画
像４０１ｅを消失終了と判定すると、断面画像４０１ｂ～４０１ｅまでの全ての断面画像
の消失発生８０４が「消失あり」に設定される。
【００４５】
　また、焼灼部分の検出においても、ユーザによる指定を併用するようにしてもよい。た
とえば、ユーザが表示された断面画像において焼灼部分を指定する（たとえばマウス操作
により閉領域で囲む）と、マイクロプロセッサが表示中の断面画像の前後に連続する断面
画像から自動的に焼灼範囲を検出するようにしてもよい。連続する前後の断面画像では、
焼灼部分の位置や大きさが突然大きく変化することは無いので、マイクロプロセッサはユ
ーザが指示した焼灼部分の位置と範囲に基づいて焼灼部分を効率的に検出することができ
る。
【００４６】
　次に、ステップＳ７０３において、マイクロプロセッサは、プルバック位置の順（取得
の順）に並ぶフレームデータ８０１のプルバック位置８０３と焼灼範囲情報８０６を参照
して、焼灼部分の体積を算出する。すなわち、マイクロプロセッサは、焼灼部分が出現し
てからその焼灼部分が消滅するまでのフレームデータ８０１の焼灼範囲情報８０６に記録
されている焼灼面積とプルバック位置８０３を用いて、焼灼範囲の体積を算出する。なお
、焼灼範囲の体積の算出に際して、断面画像が存在しない位置の焼灼面積は、たとえばそ
の前後の断面画像の焼灼面積を用いた線形補間により推定するものとする。
【００４７】
　次に、ステップＳ７０４において、マイクロプロセッサは、プルバック位置の順（取得
の順）に並ぶフレームデータ８０１の消失発生８０４を参照して外弾性板の消失の発生が
開始した断面画像と終了した断面画像を特定する。たとえば、消失発生８０４が「消失あ
り」となっているフレームデータが連続している箇所の、先頭のフレームデータを消失の
開始、末尾のフレームデータを消失の終了とする。その後、ステップＳ７０５において、
マイクロプロセッサは、外弾性板の消失が開始したフレームデータと終了したフレームデ
ータのプルバック位置の差を求め、外弾性板が部分的に消失している間（消失期間）の距
離、すなわち消失部分の長さｍを取得する。プルバック位置は各フレームデータに記録さ
れているので、これを用いることで消失部分の長さｍは容易に求まる。
【００４８】
　次に、ステップＳ７０６において、マイクロプロセッサは、消失期間中の各断面画像に
ついて、図５Ｂで説明したモデルを用いて焼灼範囲を算出する。そして、マイクロプロセ
ッサは、焼灼範囲に基づいて各フレームデータ（断面画像）のプルバック位置における焼
灼深度を算出し、フレームデータの焼灼深度８０５に記録する。なお、焼灼深度の算出と
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フレームデータ８０１（焼灼深度８０５）への記録は、消失発生８０４が「消失あり」と
なっているフレームデータ及び消失発生８０４が「消失あり」となっているフレームデー
タの前後の数～数十フレームのフレームデータについてなされる。なお、腎動脈の内腔壁
は、外弾性板に至るまでの範囲でも焼灼されている。そのため、消失発生８０４が「消失
あり」となっているフレームデータの前後の数～数十フレームのフレームデータを取得す
ることで、外弾性板に至るまでの焼灼されている可能性がある範囲も記録することができ
る。
【００４９】
　次に、マイクロプロセッサは、断面画像を表示するための表示制御を行う。まず、ステ
ップＳ７０７において、たとえばユーザ操作により表示対象の断面画像（フレームデータ
）が選択されると、ステップＳ７０８においてマイクロプロセッサは、その断面画像をモ
ニタ１１３に表示する。このとき、表示対象の断面画像が、消失部分の存在する断面画像
または外弾性板の消失範囲の断面画像であった場合には、処理はステップＳ７０９からス
テップＳ７１０へ進み、マイクロプロセッサはその焼灼範囲情報８０６に含まれる焼灼範
囲に基づいて周方向の焼灼範囲を判定し、図６（ａ）に示されるように焼灼範囲を矢印６
０２により表示する。そして、ステップＳ７１１において、マイクロプロセッサはフレー
ムデータ８０１の焼灼深度８０５を読み出し、「焼灼深度」として表示エリア６０１（図
６）に表示する。また、マイクロプロセッサは、焼灼範囲情報８０６を読み出して焼灼面
積を表示するとともに、ステップＳ７０３で算出された体積を「焼灼体積」として表示エ
リア６０１に表示する。なお、表示対象の断面画像に消失部分が存在しない場合またはそ
の断面画像が消失範囲のものでなければ、処理はステップＳ７０９からそのまま終了し、
上述したような周方向の焼灼範囲や焼灼面積、体積、深度の表示は行われず、図６（ｂ）
のような表示を得ることになる。
【００５０】
　なお、交感神経の切断のための焼灼用カテーテルと上述したプローブ部１０１を同時に
腎動脈に挿入し、焼灼用カテーテルによる焼灼中に繰り返し撮影することにより、焼灼の
完了を判定するようにしてもよい。その場合、マイクロプロセッサは、たとえば、上述し
た焼灼体積が所定値を超えた場合や、上述した焼灼深度の最大値（図５のｄ）が所定値を
超えた場合に焼灼が完了したと判定し、その旨をユーザに通知する。なお、焼灼体積が所
定値を超えたことと、焼灼深度が所定値を超えたことをアンド条件として用いてもよいし
オア条件として用いてもよい。
【００５１】
　また、上記実施形態では、消失範囲は、消失部分が出現し始めたフレーム（図４の断面
画像４０１ｂ）と、消失部分が無くなった最初のフレームの直前（図４の断面画像４０１
ｅ）と、これらの間のフレームとしているが、これに限られるものではない。たとえば、
消失部分が出現し始めたフレームの直前のフレーム（断面画像４０１ａ）と消失部分が無
くなった最初のフレーム（断面画像４０１ｆ）、及びこれらの間のフレームを消失範囲と
してよい。
【００５２】
　また、腎動脈における交感神経遮断の手技では、血管内壁にスパイラル状に焼灼箇所を
設定して焼灼が行われる。そのため、１つの断面画像に複数の焼灼箇所が存在する場合が
ある。そのような場合には、それぞれの焼灼部分や外弾性板の消失部分に識別子（ラベル
）を付与し、それぞれの焼灼範囲を管理するようにすればよい。すなわち、消失発生８０
４、焼灼深度８０５、焼灼範囲情報８０６の各情報に識別子（ラベル）を関連付けて一つ
のフレームデータ８０１に保持するようにすればよい。そして、識別子（ラベル）ごとに
、Ｓ７０３～Ｓ７０６を実行して、焼灼部分の体積、焼灼深度を求めることにより、焼灼
箇所ごとの情報を得ることができる。
【００５３】
　なお、上記実施形態では、輝度変化に基づいて焼灼範囲の外形を追跡して得られた閉領
域を焼灼部分としたが、焼灼部分の形状を円あるいは楕円の一部を用いて近似するように
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してもよい。また、上記実施形態では、断面画像からの焼灼範囲の検出による焼灼範囲の
特定と、外弾性板の消失の検出による焼灼範囲の特定を併用したが、何れか一方のみを用
いてもよい。
【００５４】
　また、光干渉断層法等の技術を用いて腎動脈の神経の位置を検出した後、交感神経の切
断のための焼灼用カテーテルを挿入して腎動脈の内腔壁の焼灼を行い、その後に上述した
プローブ部１０１を挿入して断面画像群４００を取得し、上述した焼灼範囲の体積（焼灼
体積）を算出してもよい。これにより、腎動脈の神経の位置情報に算出した焼灼範囲の体
積をマッピングすることで腎動脈の交感神経の焼灼状況をより正確に判断することができ
る。
【００５５】
　また、図４に示したような断面画像群４００から３次元のＩＶＵＳ画像を再構成しその
中に、上記輝度値に基づいて判定された焼灼範囲を立体的に、描画してもよい。３次元断
層像に焼灼範囲を表示させることにより、ユーザは、より的確に焼灼範囲を把握すること
ができる。
【符号の説明】
【００５６】
１０１：プローブ、１０２：スキャナ／プルバック部、１０３：操作制御装置、１１３：
モニタ、２５１：イメージングコア、２０１：信号処理部

【図１】 【図２】
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